
 

環境農政局ウィークリースタンス取組指針 

 

１．目的 

環境農政局では、工事及び工事系委託業務を円滑かつ効率的に進めるとともに、改正品確法の理念であ

る「中長期的な担い手の育成・確保」を発注者と受注者（以下「受発注者」という。）の共通目標として実

施すべく、受発注者で取り組む一週間のルール、約束事、スタンスを定め、計画的に工事、工事系委託業

務を履行することで業務環境等の改善に努めていく。 

 

２．対象業務 

天候等により進捗が大きく左右されない、全ての工事及び工事系委託業務を基本とするが、災害等の緊

急を要する工事、工事系委託業務は除く。 

 

３．取組内容 

業務環境等を改善するために、次の取組の中から受発注者で調整の上、取組内容を設定し進める。ただ

し、工事、工事系委託業務の進捗に支障ない範囲で実施する。 

１）フライデー・ノーリクエスト／マンデー・ノーピリオド    

☞（金曜日に翌週月曜日期限の依頼行う等、適正な作業期間を確保できない依頼を行わない配慮） 

２）ウェンズデー・ホーム 

  ☞（水曜日は定時の退社を心掛ける） 

３）ワンデーレスポンス 

  ☞（発注者は、受注者からの質問等をその日のうちに回答する※） 

４）その他受発注者が必要とする取組 

  ☞（例：打合せ開始時間を業務時間外に設けない等） 

 

 ※ その日のうちの回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受発注者が協議のうえ、「回

答期限」を予告するなど、次の段取りができるような、何らかの回答をその日のうちに行う。 

 

４．進め方 

１）業務打合せ時に、取組内容を受発注者で確認・調整のうえ、打合せ記録簿に記録する。 

 

２）具体的な進め方 

① 初回打合せにて、別紙-１により、受発注者で取組内容を調整し設定する。設定した内容

は、打合せ記録簿に添付する。 

② 中間打合せ等を利用し、受発注者間で取組状況を確認し、必要なフォローアップ等を行う。 

 

５．適用 

本指針は、令和３年４月１日以降に契約を行う委託業務から適用する。 

本特指針は、令和８年６月１日以降に公告する案件から適用する。 

 


